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【韓国】 選挙をめぐる最近の動向―SNS、在外選挙、選挙区画定― 
海外立法情報課・藤原 夏人  

 
＊2012 年は、4 年に 1 度の国会議員総選挙と、5 年に 1 度の大統領選挙が同じ年に実施される

「選挙イヤー」である。今回の総選挙から、SNS 等を活用した選挙活動についても、投票日を除

いて常時可能となったほか、海外永住者も含めた在外選挙が実施されることになり、選挙環境

に大きな変化がもたらされた。議員定数も 1 増の 300 議席となった。 

 
 
1 インターネット等を活用した事前運動の解禁 

(1 )SNS の台頭 

 韓国では近年、スマートフォンが急速に普及しており、加入者が 2000 万人を突破し

たと報じられている。ツイッターやフェイスブック等のソーシャルネットワーキング

サービス（SNS）の利用者も急増しており、2011 年 12 月現在のツイッター及びフェ

イスブック利用者は、それぞれ約 540 万人に達しているとの調査結果もある。  
SNS 利用者の拡大は、選挙にも大きな影響を与えている。選挙における SNS の利

用が注目を集めはじめたのは、2010 年 6 月に実施された統一地方選挙といわれるが、

現在では、選挙運動の有力なツールとの認識が広く共有されるに至っている。  
 
(2) 憲法裁判所の限定違憲決定 

従来、事前運動は投票日の 180 日前から規制され、インターネット等の活用につい

ても、候補（予定）者が自ら開設したサイト、予備候補者又は候補者による電子メー

ル（ツイッター含む）等を除き、投票日前日までの選挙運動期間（大統領選挙は 22 日、

国会議員、地方議会議員及び地方公共団体の長の選挙は 13 日）に限り許されていた。 
2011 年 12 月 29 日、憲法裁判所は、インターネット等による事前運動が規制される

と解釈してきた公職選挙法第 93 条第 1 項の規定に対し、従来の判例を変更し、「限定

違憲決定」を下した。限定違憲決定とは、法律の条文そのものは違憲ではないが、特

定の解釈をした場合に違憲となる決定を指しており、同項の規定による事前運動の規

制対象に、インターネット等による方法（情報通信網を利用し、インターネットホー

ムページ、掲示版、チャットルーム等に文章や動画等の情報を掲示し又は電子メール

を送信する方法）が含まれると解釈した場合は違憲とする決定を、6（違憲）対 2（合

憲）で下した。同決定により、インターネット等による選挙運動は、事前運動として

の規制対象から外れることとなった。同決定を下した理由について、憲法裁判所は、

選挙費用抑制の利点に言及するとともに、「過剰禁止原則に反し、請求人の選挙運動の

自由ないし政治的表現の自由を侵害するものであり憲法に反する」と説明している。  
憲法裁判所の決定を受けて、中央選挙管理委員会は、2012 年 1 月 13 日、全体委員

会議において、インターネット、電子メール及び SNS を活用した選挙運動が、常時可
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能となる内容の公職選挙法運用基準を決定するとともに、今回の決定が公職選挙法全

般に影響を及ぼすことを理由に、すみやかな法律の改正を国会に求めた。  
 
(3) 公職選挙法改正 

 第 19 代国会議員総選挙を控えた 2012 年 2 月 29 日、公職選挙法が改正され、憲法

裁判所の決定に沿って、投票日を除き、インターネット等による選挙運動を常時可能

とする条項が新設された（第 59 条第 2 項及び第 3 項）。関連条項は公布と同時に施行

され、すでに SNS を含めたインターネット等による事前運動が可能となっている。た

だし、候補者等に関する虚偽の事実の流布等は、従来どおり罰則が適用される。  
また、投票日の「投票認証ショット」（投票したことを示す画像）についても、特定

候補への投票の呼びかけ、投票用紙の撮影等は違反となるが、単に投票を呼びかける

だけの認証ショットは選挙運動に該当せず、制限されない（第 58 条第 1 項第 5 号）。  
 
2 在外選挙制度 

(1) 制度の概要 

 憲法裁判所が 2007 年に下した憲法不合致決定（違憲だが直ちに無効とはしない）を

契機として、2009 年に公職選挙法が改正され、在外選挙制度が新設された。2012 年 4
月の第 19 代国会議員総選挙から実施される。韓国では 1967 年及び 1971 年に実施さ

れた大統領選挙及び国会議員総選挙において、在外国民を対象とした不在者投票が実

施されたことがあるが、海外永住者まで含んだ在外選挙の導入は今回が初めてである。 

 在外選挙の対象となる在外国民には、①韓国で住民登録をしており、留学、駐在等

により一時的に海外に滞在している「国外不在者」、②海外永住者のうち、韓国で国内

居所申告を行っている「国外不在者」、③海外永住者のうち、韓国で住民登録も国内居

所申告も行っていない「在外選挙人」（在日韓国人の多くが該当）の 3 つの類型がある。

現在、投票できる選挙の種類は、以下の表のとおりである。  
 

表 在外国民が国外から投票可能な選挙（再選挙及び補欠選挙は実施しない） 

 ①国外不在者 

（住民登録者） 

②国外不在者 

（国内居所申告者） 

③在外選挙人 

選挙の種類  大統領  
国会議員（選挙区） 
国会議員（比例区） 

大統領  
 
国会議員（比例区）  

大統領  
 
国会議員（比例区） 

投票方法  在外公館  
（郵便投票不可）  

在外公館  
（郵便投票不可）  

在外公館  
（郵便投票不可）  

備考  国会議員（選挙区）

へも投票可  
国内居住時は、3 か月以上国

内居所申告者名簿掲載で国会

議員（選挙区）へも投票可  

国会議員（選挙区）

への投票は不可  
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(2) 事前の登録状況及び実際の投票率 

推定有権者数 223 万 3193 人のうち、事前に登録を行った名簿登載者は 12 万 3571
人（5.53%）であった。日本では推定有権者数 46 万 2509 人のうち、約 1 万人の在外

選挙人を含め、1 万 8628 人（4.03%）が名簿登載者となった。登録率が低調であった

理由について、中央選挙管理委員会は、登録時の必須書類である旅券のない人が多か

ったこと、在外選挙人の場合、投票時に加え登録時も在外公館に行く必要があったこ

と、在外国民が、想定より韓国の政治や選挙に無関心であったこと等を挙げている。  
 在外選挙は同年 3 月 28 日から 4 月 2 日まで実施された。5 万 6456 人（日本は 9,793
人）が投票し、全体の投票率は 45.7%（日本は 52.6%）であった。ただし、推定有権

者数に対する投票者の割合は 2.53%（日本は 2.12%）にとどまった。  
 
(3) 洋上投票制度 

 これまで導入が見送られていた洋上投票（船上不在者投票）制度についても、2012
年 2 月 29 日の改正公職選挙法により、大統領選挙及び国会議員選挙（選挙区及び比例

区）について導入された。同年 12 月の第 18 代大統領選挙から実施される。 

 
3 選挙区画定 

(1) 議員定数 

韓国の選挙制度は小選挙区比例代表並立制であり、現在の議員定数は選挙区（定数 1）
245 議席、比例区（全国単位）54 議席の計 299 議席であったが、2012 年 2 月 29 日の

改正公職選挙法により、選挙区が 1 増となり、計 300 議席となった。議員定数は、大

韓民国憲法第 41 条においては 200 人以上、公職選挙法第 21 条においては、選挙区と

比例区を合わせて 299 人と規定されているが、今回の法改正では、公職選挙法第 21
条の規定は変更せず、改正法の附則に、同年 4 月 11 日に実施される国会議員選挙に限

って 300 議席とするという特則を置くことで対処した。  
韓国では、2001 年の憲法裁判所の決定により、選挙区間の人口格差が 3 倍を超える

と違憲となる。国会に設置された「国会議員選挙区画定委員会」が 2011 年 11 月 25
日に国会議長に提出した画定案は、選挙区を 3 区増やして計 302 議席とする内容であ

った。その後の国会の議論では、国民の批判を意識し、議員定数を増やさない方向で

の決着を目指す与野党双方が画定案に従わず、独自の画定案を提示して対立したため、

調整作業が難航した。最終的に、中央選挙管理委員会が、全体で 1 増の計 300 議席と

する案を与野党に提示したことを契機に、合意に至った。  
 
(2) 選挙区画定に伴う課題 

憲法の解釈上、議員定数は 299 人以下としなければならず、違憲であるとする声が

一部にある。また、従来の規定では、選挙区は基礎自治体又は行政区を単位として設

定され、公職選挙法で規定する例外を除き、その一部を分割して他選挙区に編入でき

なかったが、人口格差を 3 倍以内にする目的で同法を改正し（第 25 条第 1 項及び附則



立法情報                                              
 

外国の立法 (2012.4)                     国立国会図書館調査及び立法考査局 

第 4 条）、一部地域で変則的な区割りを行ったため、ゲリマンダーとの批判を浴びた。

さらに、選挙区画定時期が大幅に遅延し、在外選挙用の名簿作成にも支障が生じた。  
 
4 今後の動き 

インターネット等による事前運動の解禁については、選挙費用を抑制することに結

びつくのか疑問視する意見があるほか、候補者等に対する虚偽の事実、人身攻撃等の

増加を憂慮する声がある。また、そもそもインターネット等による事前運動の是非は、

政治的に判断する事項であり、憲法裁判所の判断になじまないとの指摘もある。中央

選挙管理委員会が、法改正前に、早々にインターネット等による事前運動の容認を決

定したことについても、国会政治改革特別委員会に所属する一部の国会議員からは、

国会を差し置いた「越権行為」として批判の対象となった。  
在外選挙については、選挙の活性化、国外での選挙違反への対応等が課題となって

おり、郵便等による投票を認めるかどうかを含め、手続の簡素化、実効性のある選挙

違反対策等について、今後も議論が継続されるものと思われる。  
選挙区画定に関しては、2012 年 3 月 5 日、民主統合党のパク・キチュン議員が「公

職選挙法一部改正法律案」を発議した。同法律案は、これまで選挙ごとに国会に設置

されていた選挙区画定委員会を、中央選挙管理委員会に設置する常設の機関とし、選

挙区画定委員会が提出した画定案について、国会では可否のみを決し、部分修正を不

可として、投票日の 150 日前までに国会で議決されないときは、最終の画定案に従う

ことを骨子としているが、第 18 代国会中の成立は難しい状況である。  
今回取り上げた事項は、いずれも、安定的に運用される状況には至っていない。4

月の国会議員総選挙の状況等を踏まえ、今後、さらに制度が変更される可能性がある。  
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